
条

例

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
及
び
福
島
県
議
会
基
本
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
条
例
第
六
十
五
号

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

(

県
議
会
の
議
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

県
議
会
の
議
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
二
年
福
島
県
条
例
第
十
七
号)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中｢

報
酬
等｣

を｢

議
員
報
酬
等｣

に
改
め
る
。

第
一
条
の
見
出
し
を｢

(

議
員
報
酬
等)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

報
酬｣

を｢

議
員
報
酬｣

に
改
め
る
。

第
二
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

報
酬
額｣

を｢

議
員
報
酬
額｣

に
改
め
る
。

第
三
条(

見
出
し
を
含
む
。)

、
第
四
条(

見
出
し
を
含
む
。)

、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条

中｢

報
酬｣

を｢

議
員
報
酬｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢

報
酬
月
額｣

を｢

議
員
報
酬
月
額｣

に
改
め
る
。

(

福
島
県
特
別
職
給
与
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

福
島
県
特
別
職
給
与
審
議
会
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
百
十
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
及
び
第
二
条
中｢

報
酬｣

を｢

議
員
報
酬｣

に
改
め
る
。

(

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十

二
年
福
島
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中｢

県
議
会
の
議
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例｣

を｢

県
議
会
の
議
員
の
議
員
報

酬
等
に
関
す
る
条
例｣

に
、｢

報
酬
月
額｣

を｢

議
員
報
酬
月
額｣

に
改
め
る
。

(

福
島
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
四
条

福
島
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
三
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
百
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項｣

を｢

第
百
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項｣

に
改

め
る
。

(

福
島
県
議
会
の
議
員
の
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

福
島
県
議
会
の
議
員
の
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
九
年
福
島
県
条
例
第
六
十
七

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中｢

報
酬｣

を｢

議
員
報
酬｣

に
改
め
る
。

本
則
中｢

報
酬
月
額｣

を｢

議
員
報
酬
月
額｣

に
、｢

県
議
会
の
議
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例｣

を｢

県
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例｣

に
、｢

報
酬
の｣

を｢

議
員
報
酬
の｣

に
改

め
る
。附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
九
号)

の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

県
議
会
の
議
員
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
経
過
措
置)

２

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月(

以
下｢

施
行
月｣

と
い
う
。)

以
後
に
県
議
会
の
議
員
の
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合

又
は
診
断
に
よ
っ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
月
前
に
当
該
事
故
が

発
生
し
た
場
合
又
は
当
該
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
条
例
第
六
十
六
号

福
島
県
議
会
基
本
条
例

目
次前

文
第
一
章

総
則(

第
一
条
・
第
二
条)

第
二
章

議
会
の
機
能(

第
三
条
―
第
七
条)

第
三
章

議
会
運
営
の
原
則(

第
八
条
―
第
十
一
条)

第
四
章

議
会
活
動
の
原
則(

第
十
二
条
・
第
十
三
条)

第
五
章

県
民
と
の
関
係(

第
十
四
条
―
第
十
六
条)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

条

例

○
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
理
に
関
す
る
条
例

一

○
福
島
県
議
会
基
本
条
例

一



第
六
条

議
員
の
倫
理(

第
十
七
条)

附
則

明
治
十
一
年
六
月
、
本
県
の
先
人
た
ち
は
、
公
選
議
会
を
実
現
し
政
治
に
民
意
を
反
映
す
る
こ
と
が
、

本
県
の
み
な
ら
ず
国
家
国
民
の
幸
福
で
あ
る
と
の
崇
高
な
理
念
を
深
く
自
覚
し
、
全
国
に
先
駆
け
て
本

県
独
自
の
民
会
規
則
に
よ
る
県
会
を
開
設
し
、
県
民
の
た
め
公
平
な
議
論
を
尽
く
し
、
そ
の
責
任
を
果

た
す
た
め
精
励
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
以
来
、
福
島
県
議
会
は
百
三
十
年
の
歴
史
を
有
し
、
こ
の
間
、

先
人
た
ち
は
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
県
民
生
活
の
向
上
及
び
県
勢
の
伸
展
の
た
め
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。

時
代
は
今
、
地
方
分
権
改
革
の
さ
な
か
に
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
自
己
決
定
権
の
拡
大
が
進
む
の
に

伴
い
、
議
員
の
合
議
体
で
あ
る
県
議
会
は
、
知
事
と
と
も
に
県
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
県

民
の
代
表
で
あ
る
と
い
う
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
存
在
と
し
て
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
及
び
責

務
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
き
て
お
り
、
県
議
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
再
確
認
し
、
明
確
に
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
本
県
議
会(

以
下｢

議
会｣
と
い
う
。)

は
、
県
民
を
代
表
す
る
機
関
と
し
て
県
民
の
負

託
に
こ
た
え
る
た
め
、
独
自
の
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
地
方
分
権
の

進
展
に
対
応
し
て
自
ら
の
改
革
に
取
り
組
み
、
真
の
地
方
自
治
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
を
誓
う
。

ま
た
、
議
会
が
知
事
と
の
関
係
に
お
け
る
監
視
機
能
を
厳
格
に
果
た
し
て
い
く
と
い
う
決
意
を
表
明

す
る
と
と
も
に
、
果
た
す
べ
き
役
割
及
び
責
務
の
重
さ
を
深
く
自
覚
し
、
知
事
と
議
会
と
の
互
い
に
異

な
る
特
性
を
生
か
し
つ
つ
、
緊
張
関
係
を
保
持
し
な
が
ら
、
県
民
生
活
の
向
上
及
び
県
勢
の
伸
展
の
た

め
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
を
誓
う
。

そ
し
て
こ
こ
に
、
県
会
開
設
か
ら
の
先
人
た
ち
の
高
い
志
を
受
け
継
ぎ
、
新
た
な
時
代
の
礎
と
す
る

た
め
、
議
会
の
基
本
と
な
る
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

(

目
的)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
議
会
に
お
け
る
最
高
規
範
と
し
て
、
議
会
の
基
本
理
念
及
び
そ
の
実
現
を
図

る
た
め
の
基
本
と
な
る
議
会
の
機
能
、
議
会
運
営
の
原
則
、
議
員
活
動
の
原
則
等
を
明
ら
か
に
し
、

議
会
が
県
民
の
負
託
に
こ
た
え
、
も
っ
て
県
民
生
活
の
向
上
、
県
勢
の
伸
展
及
び
民
主
政
治
の
健
全

な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

基
本
理
念)

第
二
条

議
会
は
、
県
民
を
代
表
す
る
県
政
に
お
け
る
最
高
議
決
機
関
と
し
て
県
民
意
思
を
県
政
に
反

映
さ
せ
る
た
め
、
公
平
か
つ
公
正
な
議
論
を
尽
く
し
、
真
の
地
方
自
治
の
実
現
を
目
指
す
も
の
と
す

る
。

第
二
章

議
会
の
機
能

(

議
決)

第
三
条

議
会
は
、
議
決
に
よ
り
、
県
の
意
思
を
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(

政
策
立
案
及
び
政
策
提
言)

第
四
条

議
会
は
、
議
員
提
案
に
よ
る
政
策
条
例
の
制
定
、
決
議
等
を
通
じ
て
、
独
自
の
政
策
立
案
及

び
政
策
提
言
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

(

監
視
及
び
評
価)

第
五
条

議
会
は
、
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関(

以
下｢

知
事
等｣

と
い
う
。)

の
事
務
執
行
が
適
正

か
つ
公
平
性
及
び
効
率
性
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
監
視
し
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
促
す
も
の
と
す
る
。

２

議
会
は
、
知
事
等
の
事
務
執
行
の
効
果
及
び
成
果
に
つ
い
て
評
価
し
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、

適
切
な
対
応
を
講
ず
る
よ
う
促
す
も
の
と
す
る
。

(

調
査)

第
六
条

議
会
は
、
議
案
又
は
県
の
事
務
に
関
す
る
調
査
を
行
う
ほ
か
、
県
政
及
び
議
会
運
営
に
関
す

る
具
体
的
課
題
の
解
決
に
資
す
る
た
め
、
必
要
な
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(

知
事
等
と
の
関
係)

第
七
条

議
会
は
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
と
し
て
、
議
決
権
を
有
し
、
知
事
等
が
執
行
権
を
有
す
る
と

い
う
互
い
の
役
割
分
担
の
関
係
を
尊
重
し
つ
つ
、
共
通
の
目
標
で
あ
る
県
民
生
活
の
向
上
及
び
県
勢

の
伸
展
に
向
け
、
自
ら
の
機
能
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

議
会
運
営
の
原
則

(

運
営
の
原
則)

第
八
条

議
会
は
、
県
民
に
開
か
れ
た
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

議
会
は
、
合
議
制
機
関
と
し
て
、
円
滑
で
効
率
的
な
運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

議
会
は
、
政
策
を
提
言
す
る
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
、
議
会
組
織
の
柔
軟
な
活
用
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

４

議
会
は
、
地
方
分
権
の
進
展
に
対
応
し
、
自
ら
の
改
革
に
継
続
的
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

(

委
員
会)

第
九
条

常
任
委
員
会
は
、
県
政
の
課
題
に
対
応
し
て
機
動
的
に
開
催
し
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮

す
る
よ
う
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
別
委
員
会
は
、
県
政
の
課
題
に
対
応
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
柔
軟
に
設
置
し
、
そ
の
機

能
を
十
分
に
発
揮
す
る
よ
う
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

検
討
組
織
の
設
置)

第
十
条

議
会
は
、
本
会
議
及
び
委
員
会
の
審
議
等
に
よ
る
ほ
か
、
県
政
の
課
題
及
び
議
会
運
営
に
関

し
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
議
員
で
構
成
す
る
検
討
組
織
を
柔
軟
に
設
置
し
、
審
査
、
調
査
、
協

議
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(

会
派)

第
十
一
条

議
員
は
、
議
会
の
機
能
を
遂
行
す
る
活
動(

以
下｢

議
会
活
動｣

と
い
う
。)

を
行
う
た

め
、
会
派
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
派
は
、
公
正
か
つ
活
発
な
議
会
運
営
に
資
す
る
た
め
、
会
派
間
で
の
積
極
的
な
討
議
及
び
調
整

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

会
派
は
、
県
政
に
関
す
る
県
民
意
思
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

会
派
は
、
県
政
の
課
題
及
び
政
策
に
関
す
る
広
範
な
情
報
収
集
及
び
調
査
研
究
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

５

会
派
は
、
積
極
的
に
研
修
等
を
行
い
、
所
属
議
員
の
議
会
活
動
に
必
要
な
見
識
を
高
め
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

議
員
活
動
の
原
則
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(

議
員
の
職
責)

第
十
二
条

議
員
は
、
県
民
の
代
表
と
し
て
県
民
全
体
の
利
益
を
考
え
、
県
民
の
負
託
に
こ
た
え
る
職

責
を
有
す
る
。

２

議
員
は
、
議
会
の
構
成
員
と
し
て
議
会
活
動
を
担
う
職
責
を
有
す
る
。

(

議
員
活
動)

第
十
三
条

議
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
県
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
高
い
独
立
性

の
下
、
自
ら
の
職
責
を
果
た
す
た
め
、
次
に
掲
げ
る
議
員
活
動
を
自
律
的
か
つ
日
常
的
に
行
う
も
の

と
す
る
。

一

県
政
に
関
す
る
県
民
意
思
の
把
握
に
努
め
る
こ
と

二

県
政
の
課
題
及
び
政
策
に
関
す
る
広
範
な
情
報
収
集
及
び
調
査
研
究
に
努
め
る
こ
と

三

議
会
活
動
に
必
要
な
見
識
を
高
め
る
た
め
、
研
修
へ
の
参
加
そ
の
他
の
自
己
研
さ
ん
に
努
め
る

こ
と第

五
章

県
民
と
の
関
係

(

県
民
意
思
の
反
映)

第
十
四
条

議
会
は
、
県
民
意
思
を
把
握
し
、
県
政
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

議
会
は
、
委
員
会
に
お
け
る
公
聴
会
の
開
催
、
参
考
人
の
招
致
等
県
民
意
思
を
反
映
す
る
制
度
の

積
極
的
な
活
用
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(

県
民
へ
の
説
明
責
務)

第
十
五
条

議
会
は
、
そ
の
諸
活
動
を
県
民
に
対
し
説
明
す
る
責
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。

(

広
報
広
聴)

第
十
六
条

議
会
は
、
県
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
実
現
す
る
た
め
、
そ
の
諸
活
動
に
関
し
て
積
極
的
な

広
報
広
聴
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

会
派
及
び
議
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
活
動
に
関
し
て
積
極
的
な
広
報
広
聴
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

第
六
章

議
員
の
倫
理

(

議
員
の
倫
理)

第
十
七
条

議
員
は
、
県
民
の
厳
粛
な
負
託
に
よ
り
、
県
政
に
携
わ
る
権
能
及
び
職
責
を
有
す
る
こ
と

を
自
覚
し
、
県
民
の
代
表
と
し
て
公
正
性
及
び
高
潔
性
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

政
務
調
査
課)
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